
（一人一人ができること） 

感染予防対策の基本は手洗い、手指消毒、マスクの着用です。 

部屋の換気をすること、部屋の湿度を保つ工夫も行いましょう。 

 
＜感染に対する疑問点や不安な気持ちを Q＆Aにまとめました。＞ 

Q.感染者と接触しているのではないか 

A.感染経路や濃厚接触者については保健所が調査し必要な方に必要な対応を 

しています。 

A.濃厚接触者には保健所より指示があります。 

  ＊濃厚接触者とは・・・同居の家族や同じ職場、車などで長時間の同乗 等 

   マスクなしで、患者と近い距離（１ｍ程度）で 15 分以上の接触があった場合に

総合的に判断します。   

＊発症日の 2 日前からの接触者を確認し、濃厚接触者と判断された方には保

健所より検査や自宅待機などの指示があります。 

＊感染経路については発症の 14日前までの行動歴などを確認します。 
 

Q.不安だから検査をしてほしい 

A.保健所の指示や医師の判断で必要な方以外の検査は実施していません。 

A検査を実施する時期にも適切な時期があります。 

 ＊新型コロナウイルス感染症は潜伏期間が長いことが特徴です。 

  感染してから症状が出るまで、2日から 14日までの期間があります。 

   すぐに検査をしても適切な時期ではない場合があります。 

     *発熱や風邪症状、強いだるさ、息苦しさ等がある場合にはかかりつけ医へご連

絡ください。症状があって診療所を受診する時は事前に連絡してください。 

新型コロナウイルス感染症 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和村内での新型コロナウイルス感染症の陽性患者が確認されました。 

まずは、過剰に心配することなく冷静な対応をお願いし、お一人お一人の感染症予防対策

について再確認をお願いいたします。 
 

＊患者個人を特定する情報の公表はできません。 

保健所が、感染経路や濃厚接触者等を調査し、必要な対応をして 

いきますので、感染された方の特定や憶測、偏見、差別などは慎 

んでいただき、人権に配慮した思いやりのある行動をお願いいた 

します。 

緊急依頼

依 頼 村内での感染拡大防止について 



熱などの症状があって昭和村国保診療所を受診するときは 

必ず事前に電話でご相談ください。 
 

昭和村国保診療所 電話 57-2255  受付時間 ９時から１７時（平日のみ） 

Q.感染が怖くてでかけることができません。 

A.感染の条件は飛沫感染と接触感染です。 

  ＊基本的な感染症予防対策を徹底しましょう。 

   ・３つの密＝“密集”“密閉”“密接”状態を避ける。 

   ・マスクを着用する 

   ・手洗い、消毒の徹底 

   ＊感染者が多くでている地域への外出や往来は慎重にする。 

   ＊行動歴を記入しておく。 

   ・いつ誰とどこで過ごしたか確認できることで感染の可能性を否定できる材料に

なります。 

 

Q.家の中を消毒したい 

A.塩素系漂白剤やアルコール消毒剤で消毒します。 

 ＊手がよく触れる場所：テーブル、いす、ドアノブ、水道の蛇口、照明のスイッチ、 

冷蔵庫、トイレなど 

 ＊０．０５％次亜塩素ナトリウム(ハイターやブリーチ等の塩素系漂白剤を薄めた液) 

で拭いた後、水拭きします。またはアルコール消毒剤で拭きます。  

  ・０．０５％次亜塩素ナトリウムは、ハイターやブリーチでは５００ｍｌのペットボトルに

水を入れ、そこに漂白剤液をペットボトルのキャップ２杯１０ｍｌを入れて希釈しま

す。 

 

 

 

 

 

村で初の感染者が確認され、不安な気持ち、心配な気持ちになると思います。 

気になること、不安なこと、わからないことなどありましたら遠慮なくご相談くださ

い。 

連絡・相談先：保健福祉課 ５７－２６４５ 

 

 

昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部（保健福祉課） 電話 57-2645 

 

 


